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富 士 見 市 開 発 行 為 等 指 導 要 綱 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 公共施設等の整備基準（第５条―第１４条） 

第３章 公共施設等の管理及び占用（第１５条―第１７条） 

第４章 一般的事項（第１８条―第３０条） 

第５章 雑則（第３１条・第３２条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、本市における開発行為等の指導に関し必要な事項を定めること

により、事業者に対し、無秩序な開発の防止及び良好な都市環境の形成について理

解と協力を要請するとともに、公共施設及び公益的施設（以下「公共施設等」とい

う。）の整備促進を図り、もって安全で快適な住みよいまちづくりに寄与すること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 開発行為 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１２項に規定

する開発行為をいう。 

(２) 建築行為 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１３号に規定

する建築を行う行為をいう。 

(３) 開発行為等 開発行為及び建築行為をいう。 

(４) 事業者 開発行為等を行う者をいう。 

(５) 開発区域 開発行為等を行う区域をいう。 

(６) 土地区画整理施行区域 換地処分の日又は仮換地が指定された日以降の土地

区画整理事業区域及び土地区画整理事業が完了した区域をいう。 

(７) 中高層建築物 埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱（昭和



2 

５３年１０月７日施行）第２に規定する建築物をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この要綱は、市内において行う全ての開発行為等に適用する。 

（事前協議） 

第４条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる開発行為等（公共事業に係るものを

除く。）を行おうとするときは、都市計画法に基づく開発許可申請又は建築基準法

に基づく確認申請を行う前に、開発行為等事前協議申請書（様式第１号）に、事業

計画書（様式第２号）及び別表第１に掲げる書類を添えて市長に提出し、この要綱

に定める事項について協議を行い、審査を受けるものとする。 

(１) 開発面積又は敷地面積が５００平方メートル（土地区画整理施行区域内にあ

っては１，０００平方メートル）以上の開発行為等（自己の居住の用に供する建

築物（店舗及び事務所と併用する住宅で住宅以外の部分の床面積が５０平方メー

トル以内で、かつ、延べ面積の２分の１以内のものを含む。次号において同じ。）

の敷地については、除くものとする。）。 

(２) 地上３階以上の建築物又は高さが１０メートルを超える建築物の開発行為等

（自己の居住の用に供する建築物については、除くものとする。）。 

(３) 店舗面積が５００平方メートル以上の小売店舗における開発行為等 

(４) その他市長が特に必要と認める開発行為等 

２ 市長は、事業者との協議及び審査が終了したときは、その審査結果を当該事業者

に開発行為等事前協議回答書（様式第３号）により回答するものとする。この場合

において、事前協議の有効期間は、回答した日から１年とする。 

第２章 公共施設等の整備基準 

（道路の整備基準） 

第５条 道路の整備に関する基準は、次に定めるところによる。 

(１) 開発行為等によって生じた道路は事業者の負担において舗装及び排水施設を

整備した上で、市に無償で提供するものとすること（富士見市私道寄附採納要綱

（平成３１年告示第７５号）の規定に適合するものに限る。）。 

(２) 開発区域内の主要道路は、開発区域の先端まで計画し、その後の開発におい

て通り抜けが可能となるよう努めるものとすること。 
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(３) 開発区域内の幹線道路は、開発区域外の幅員が６．０メートル以上の道路に

接続するものとすること（周囲の状況により安全上支障がないと認められる場合

を除く。）。 

(４) 開発区域が市道に接している場合は、道路整備計画に基づき、道路の中心線

からの水平距離が２．４０メートル又は３．００メートルの線を分筆した上で、

市に無償で提供するものとすること。 

(５) 開発区域が接する道路が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する

箇所に接する場合は、角地の隅角を挟む辺の長さが２．０メートル以上の二等辺

三角形の部分を道路に含むすみ切りとするものとすること（土地及び周囲の状況

によりやむを得ないと認められる場合又はその必要がないと認められる場合を除

く。）。 

(６) 一般道路の構造に関する基準は別表第２に定める技術基準によるものとし、

その詳細については所管課と協議するものとすること。 

(７) 道路の区域内には、原則として電柱等の施設を設置しないものとすること。 

(８) 道路の崩壊防止上かつ交通安全上、道路の法敷には、防護柵等を設置するも

のとすること。 

（平３１告示７５・一部改正） 

（公園等の整備基準） 

第６条 公園、緑地及び広場（以下「公園等」という。）の整備に関する基準は、次

に定めるところによる。 

(１) 開発区域（土地区画整理施行区域を除く。）の面積が１，０００平方メート

ル以上の開発行為を行う場合は、その面積から公共の用に供される部分の面積を

除いた面積の３パーセント以上を空地又は緑地として整備するよう努めるものと

すること。 

(２) 開発区域の面積が３，０００平方メートル以上の開発行為を行う場合は、都

市計画法に基づき公園等を造成整備した上で、市に無償で提供するものとするこ

と。 

(３) 公園等の位置並びに植栽、遊戯施設及び便益施設の設置については、所管課

と協議の上で整備するものとすること。 
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(４) 敷地面積が１，０００平方メートル以上の工場、作業所又は研究所施設を建

築する場合は、敷地面積の２０パーセント以上の植栽地を設け、かつ、１０平方

メートル当たりにつき高木１本以上、又は２０平方メートル当たりにつき高木１

本以上及び低木２０本以上を基準として植栽するよう努めるものとすること。 

(５) 囲障等を設ける場合は、植栽等により市内の緑化推進に協力するとともに、

安全上かつ防災上の観点から、できる限りブロック塀等の設置を避けるよう努め

るものとすること。 

(６) 事務所、店舗、共同住宅又は長屋を建築する場合は、緑地の確保及び気温上

昇の抑制に努めるため、屋上又はベランダにおいて、できる限り地被類、樹木等

による緑化に努めるものとすること。 

(７) 公園等の設置に関する基準は、別表第２に定める技術基準によるものとする

こと。 

（水道施設の整備基準） 

第７条 水道施設の整備に関する基準は、次に定めるところによる。 

(１) 開発行為等により新規に給水管等の水道施設を設置する場合は、設置者の負

担において整備するものとすること。 

(２) 配水管、連合管等の水道施設を設置する場合は、施設計画等において富士見

市水道事業の設置等に関する条例（昭和４２年条例第１７号）第３条第２項に規

定する管理者の審査を受けるものとし、しゅん工検査後、当該管理者に無償で提

供するものとすること。 

(３) 特殊集合住宅において、受水槽、増圧ポンプ等の設備以下の各戸メーター、

集中検針盤等の附属する設備を新規に設置する場合は、設置者の負担において整

備するものとし、その後の維持管理を図るため、立会検査後、それらの所有権を

市に移転するものとすること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、水道施設の整備に関する基準は、水道法（昭和

３２年法律第１７７号）、富士見市水道事業給水条例（昭和６２年条例第８号）

及び各企業管理規程に定めるところによるものとすること。 

（河川、農業用排水路及び下水道施設の整備基準） 

第８条 河川、農業用排水路及び下水道施設の整備に関する基準は、次に定めるとこ
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ろによる。 

(１) 開発行為等により河川、農業用排水路等に下水を放流しようとする場合は、

放流先の河川等の管理者の同意を得た上で所管課と協議を行うとともに、工事の

施行に当っては、その指示に従って整備するものとすること。 

(２) 排水路の整備は、事業者の負担において排水が可能な地点まで施行するもの

とすること。 

(３) 雨水処理は、新河岸川流域総合治水計画に基づき、開発面積に相当する雨水

流出抑制対策を事業者の責任において行うものとすること。 

(４) 排水施設の整備は、市の公共下水道事業計画に基づき、所管課と協議の上で

施行するものとすること。 

(５) 既設の一般下水管に接続する場合は、富士見市下水道施設事業分担金条例（昭

和４３年条例第２８号）に規定する分担金を納入するものとすること。 

(６) 排水計画に関する基準は別表第２に定める技術基準によるものとし、その詳

細については所管課と協議するものとすること。 

（学校の整備基準） 

第９条 学校の整備に関する基準は、次に定めるところによる。 

(１) 計画戸数が１，０００戸につき小学校１校分、２，０００戸につき中学校１

校分の用地の提供について市と協議するものとすること。 

(２) 前号の規定による用地面積は、文部科学省が定める学校設置基準によるもの

とすること。 

（保育所等の整備基準） 

第１０条 大規模な開発を行う場合は、保育所、幼稚園、認定こども園及び児童館並

びに交番、派出所等の保安施設並びに集会施設の用地の提供について市と協議する

ものとする。 

（消防水利施設の整備基準） 

第１１条 開発区域内の消防水利施設については、入間東部地区事務組合と協議する

ものとする。 

（ごみ集積所の整備基準） 

第１２条 ごみ集積所の整備に関する基準は、次に定めるところによる。 
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(１) ６戸以上の専用住宅を建築する事業者又は建築主は、ごみ集積所を設置する

ものとすること（６戸未満の専用住宅の場合は、富士見市ごみ集積所要綱（平成

１７年告示第２４３号）第５条の規定によるものとする。）。 

(２) ごみ集積所を設置する場合は、所管課と協議するとともに、富士見市ごみ集

積所要綱を遵守するものとすること。 

（安全施設の整備基準） 

第１３条 街路灯、カーブミラーその他の安全施設を設置する場合は、所管課と協議

の上で事業者の負担において整備するものとする。 

（防犯施設の整備基準） 

第１４条 防犯灯、防犯カメラその他の防犯施設を設置する場合は、所管課と協議の

上で事業者の負担において整備するものとする。 

第３章 公共施設等の管理及び占用 

（管理） 

第１５条 公共施設等の管理に伴う引渡しは、原則として工事完了検査の公告の日か

ら６か月後（配水管にあっては１年後）とする。この場合において、清掃並びに損

傷箇所の整備及び補修を完全に行った上で、立会検査後、市に引き渡すものとする。 

２ 前項の引渡しの際は、公共施設等引渡書（様式第４号）を市長に提出するものと

する。 

３ 事業者が管理する公共施設又は共用施設がある場合で将来買受者に移管するもの

については、譲渡の際、その維持管理の義務を文書で周知するとともに、その写し

を市長に提出するものとする。 

４ 開発行為等の工事により既存の市道を破損した場合は一般の通行に支障がないよ

う事業者の負担において速やかに復旧するものとし、その復旧方法については所管

課と協議の上で実施するものとする。 

（占用） 

第１６条 占用物件の取扱いは、富士見市道路占用料条例（昭和４３年条例第８号）、

富士見市公共物管理条例（平成１６年条例第３０号）及び富士見市準用河川占用料

等徴収条例（平成１６年条例第３１号）に定めるところによるものとする。 

（用途変更等） 
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第１７条 市に帰属する公共施設等（用地を含む。）で必要と認めるものは、市がそ

の用途を変更し、又は処分することができるものとする。 

第４章 一般的事項 

（一区画の面積） 

第１８条 開発区域内における一区画の敷地面積は、１００平方メートル以上とする。

ただし、地区計画等において敷地面積の最低限度を定めている場合は、当該最低限

度以上の敷地面積とする。 

２ 一区画内には、駐車のための必要な用地を確保するものとする。 

３ 事前協議と異なる区画の変更は、原則として認めないものとする。 

（中高層建築物の建築） 

第１９条 中高層建築物の建築を行う場合は、埼玉県中高層建築物の建築に係る指導

等に関する要綱に定めるところによるものとする。 

（小規模住戸形式集合住宅の建築） 

第２０条 小規模住戸形式集合住宅の建築を行う場合は、富士見市小規模住戸形式集

合住宅に関する指導要綱（昭和６２年告示第１３８号）に定めるところによるもの

とする。 

（日照への配慮） 

第２１条 中高層建築物の事業者は、事業地周辺の建築物等の日照が確保されるよう

十分配慮するとともに、直接影響を受けることとなる建築物等の所有者及び居住者

と協議し、紛争が生じないよう努めるものとする。 

（電波障害の調査等） 

第２２条 事業者は、建築物及び工作物（以下「建築物等」という。）の高さが１０

メートルを超える場合は、原則としてテレビジョン放送の電波の受信障害（以下「電

波障害」という。）に関する予測調査を行うものとする。 

２ 事業者は、建築物等による電波障害が生じることが予測されるとき、又は現に生

じたときは、電波障害を解消するために必要な措置を講じるものとする。 

３ 事業者は、建築物等による電波障害を解消するための対策を講じたときは、所管

課に対策の結果を報告するものとする。 

（生活環境への配慮） 
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第２３条 事業者は、開発行為等による騒音、振動等の開発区域周辺の生活環境に及

ぼす影響を最小限にとどめるため、必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

（駐車施設の設置） 

第２４条 自転車及び自動車の駐車需要を生じさせる施設を目的とする開発行為等の

事業者は、駐車のための必要な施設を設けるものとする。 

２ 第４条の事前協議の対象となる共同住宅及び長屋における自動車駐車場並びに自

転車駐車場のための施設の設置に関する基準は、別表第２に定める技術基準による

ものとする。 

（福祉環境の整備） 

第２５条 事業者は、高齢者、障害者等が支障なく利用することができるよう、福祉

環境の整備に努めるものとする。 

（優先入居等への配慮） 

第２６条 公的機関が造成する団地については、市長と協議の上で、市民の優先入居

及び優先分譲について特別に配慮するものとする。 

（住宅性能表示制度の活用） 

第２７条 住宅供給者は、住宅の品質の向上及び住宅建築に伴うトラブル等の防止を

図り、かつ、安心することができる住まいづくりを進めるため、住宅の品質確保の

促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）に基づく住宅の性能表示制度を活

用するよう努めるものとする。 

（地区計画等の活用） 

第２８条 大規模な開発を行う場合は、環境の保全及び利便性の向上を図るため、地

区計画、建築協定等を活用するものとする。 

（文化財の保護） 

第２９条 事業者は、開発行為等の区域内及び周辺地域に埋蔵文化財包蔵地又は指定

文化財が存する場合は、富士見市教育委員会と事前に協議の上で必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 開発行為等の工事の施行中に埋蔵文化財を発見した場合は、その現状を変更する

ことなく、直ちに富士見市教育委員会に届け出るとともに、その指示に従って必要

な措置を講じなければならない。 
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（関係機関との協議） 

第３０条 電気、ガス等の設備を要する開発行為等は、関係機関と事前に協議するも

のとする。 

第５章 雑則 

（必要な措置） 

第３１条 市長は、第４条の事前協議と異なる開発行為等を行う事業者に対し、必要

な措置を講ずることができるものとする。 

（その他） 

第３２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この告示は、令和４年４月１日から施行する。 
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別表第１（第４条関係） 

項 事前協議添付書類 

１ 開発行為等事前協議申請書の副本（事前協議添付書類を含む。） 

２ 事業計画書 

３ 委任状（代理人がいる場合に限る。） 

４ 公図の写し（土地区画整理施行区域内にあっては仮換地指定図の写し） 

５ 求積図 

６ 現況図 

７ 案内図 

８ 土地利用計画図 

９ 建物各階平面図 

１０ 建物立面図（２面以上） 

１１ 建物断面図（２面以上） 

１２ 給水及び排水の計画図 

１３ 緑化計画の平面図 

１４ 駐車計画又は駐輪計画の平面図 

１５ 造成計画平面図及び造成計画断面図（造成を伴う場合に限る。） 

１６ 
日影図（建築基準法第５６条の２第１項の規定による高さの規制を受ける建

築物の場合に限る。） 

１７ 電波障害並びに工事中の騒音、振動等における確約書 

１８ 
土地の登記事項証明書（土地区画整理施行区域内にあっては仮換地証明書の

写し） 

１９ 道路横断面図 

２０ 排水施設の構造図 

２１ 道路及び排水施設の計画縦断図 

２２ ごみ集積所の平面図及び立面図 

２３ その他市長が必要と認める書類 
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別表第２（第５条、第６条、第８条、第２４条関係） 

区分 技術基準 

道路構

造基準 

１ 道路は、原則としてアスファルト舗装又はコンクリート舗装とする。 

２ 曲率半径は幅員の１０倍以上とし、横断勾配は１．５～２．０パーセン

トとし、縦断勾配は９パーセント以下を原則とし、９パーセントを超える

場合は、所管課と協議の上で決定する。 

３ アスファルト舗装は、次の基準のとおりとする。 

(1) 路床（舗装（表層、基層、上層路盤及び下層路盤の部分をいう。）の

下の厚さが１．０メートルの土の部分をいう。）は、舗装の厚さを決定

する基礎となるため、所管課と協議すること。 

(2) 舗装は、次の基準のとおりとすること。 

ア 下層路盤は切込砕石又は再生切込砕石とし、最大粒径が４０ミリメ

ートル以下で修正CBRが３０パーセント以上の材料を有し、一層仕上り

厚は２０センチメートル以下とすること。 

イ 上層路盤は粒調砕石とし、最大粒径が３０ミリメートル以下で修正

CBRが８０パーセント以上の材料を有し、一層仕上り厚は１５センチメ

ートル以下とすること。 

公園等

設置基

準 

１ 公園等の設置に関する基準は、次の表のとおりとする。 

   

 開発区域の面積 公園等の設置に関する基準  

０．３ヘクタール以上

１ヘクタール未満 

公園等の面積の合計を開発面積の３パーセント

以上とする。 

１ヘクタール以上５ヘ

クタール未満 

(1) 公園等の面積の合計を開発面積の３パー

セント以上とすること。 

(2) 原則として面積が３００平方メートル以

上の公園等を１箇所以上設置すること。 

 ５ヘクタール以上２０

ヘクタール未満 

(1) 公園等の面積の合計を開発面積の３パー

セント以上とすること。 

(2) 公園等１箇所当たりの面積が３００平方
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メートル以上の規模とすること。 

(3) 面積が１，０００平方メートル以上の公園

等を１箇所以上設置すること。 

２０ヘクタール以上 (1) 公園等の面積の合計を開発面積の３パー

セント以上とすること。 

(2) 原則として公園等１箇所当たりの面積が

１，０００平方メートル（やむを得ない場合

にあっては３００平方メートル）以上の規模

とすること。 

(3) 面積が１，０００平方メートル以上の公園

等を２箇所以上設置すること。 

２ 前項の基準を設計実務に適用する場合は、次に掲げる事項に留意する。 

(1) 公園等の配置は、誘致距離が適切で、かつ、利用者が自動車交通の頻

繁な道路を平面的に横断しないで利用することができるようにするこ

と。 

(2) 高圧線下は、原則として公園等にしないこと（やむを得ない場合にお

いて高圧線下を利用するときは、当該高圧線下の外側に相当な幅を確保

すること。）。 

(3) 公園等に供する土地が斜面である場合は、その傾斜が１６度を超えな

いこと。 

(4) 公園等の形状は、有効に利用し得る形状を保つこと。 

(5) 緑地に供する土地は、その傾斜が３０度を超えないこと。 

(6) 公園等は、原則として周囲が道路によって囲まれていること。 

(7) 公園等には、雨水等を有効に排水するための適当な施設を設けるこ

と。 

(8) 公園等が鉄道、自動車等交通量の多い道路に接する場合は、柵、塀等

の利用者の安全を図る措置を講じること。 

排水計

画基準 

１ 下水道施設は、開発区域の規模、地形、降雨量、予定建築物の用途等か

ら想定される雨水及び汚水を有効に排水することができる能力を持つ構造
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とする。 

２ 下水道施設は、放流先の排水能力、利水の状況等を勘案して雨水及び汚

水を有効かつ適切に排出することができる開発区域内外の排水施設等に接

続されるものとする。 

３ 下水道施設は、他の工作物等の維持管理上支障のない場所に設置する。 

４ 雨水管渠及び汚水管渠の勾配は、特別の事情がある場合を除き、市の公

共下水道事業計画等に準ずるものとする。 

５ 吐口は、放流によって流出先の河川、水路等の護岸及び河床を損なわな

い構造とする。 

６ 雨水の流出抑制施設の抑制量の基準は、開発面積１ヘクタール当たり５

００立方メートル以上とする。 

７ 廃液及び廃水の処理は浄化処理施設を通じて放流されるものとし、放流

することができる水質は水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）及

び埼玉県生活環境保全条例（平成１３年埼玉県条例第５７号）に定める水

質とする。 

８ 公共下水道処理区域外で家庭雑排水等を一般下水管等に排出する場合

は、きょう雑物の除去又は排水処理のための施設を設けること。 

駐車施

設設置

基準 

１ 共同住宅及び長屋における自動車駐車場の設置に関する基準は、次のと

おりとする。 

(1) 住戸数に０．５を乗じた数以上の駐車台数を確保するものとすること

（計算上１台に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

(2) 原則として敷地内に設置すること（やむを得ないと認める場合は、近

接地に設置を認めるものとする。）。 

２ 自転車駐車場は、次の表に掲げる用途に応じ、同表に掲げる駐車台数以

上を有するものとする。ただし、計算上１台に満たない端数は、切り上げ

るものとする。 

   

 用途 規模 自転車駐車場の駐車台数  

百貨店、スーパー 店舗の売場面積が５０新築に係る店舗面積２０平方
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マーケット等の小

売業 

０平方メートルを超え

るもの 

メートルごとに駐車台数１台 

銀行等の金融機関 店舗面積が５００平方

メートルを超えるもの 

新築に係る店舗面積２５平方

メートルごとに駐車台数１台 

遊戯場 店舗面積が３００平方

メートルを超えるもの 

新築に係る店舗面積１５平方

メートルごとに駐車台数１台 

事務所、工場  従業員数の１／２以上の台数 

共同住宅及び長屋  計画戸数分の台数 
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様式第１号（第４条関係） 

 

開発行為等事前協議申請書 

 

 

年  月  日 

 

 （宛先）富士見市長 

 

 

申請者  住 所             

氏 名             

ＴＥＬ       （担当者） 

設計者  住 所             

氏 名             

ＴＥＬ       （担当者） 

事業施工 住 所             

予定者 氏 名             

ＴＥＬ       （担当者） 

 

 富士見市開発行為等指導要綱第４条の規定により事前協議を行いたいので、下記のと

おり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

関係書類 

 １ 事業計画書（様式第２号） 

 ２ 富士見市開発行為等指導要綱別表第１に掲げる書類
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様式第２号（第４条関係） 

 

 

事 業 計 画 書 

 

申請地地名地番 富士見市 

開 発 等 面 積 ｍ2 地 目 田 畑 山林  宅地 その他 

用 途 地 域 地域 □ 市街化区域  □ 市街化調整区域 

前 面 道 路 □ 国道 □ 県道 □ 市道 □ 私道 （幅員     ｍ) 

道路採納（帰属）予定 
道路後退部分                  ｍ2 

道路新設部分         ｍ2（幅員     ｍ） 

建 築 物 の 用 途  販売方法 □ 分 譲 □ 賃 貸 

計画戸数

又は区画数 

          戸（区画） 

最大区画面積       ｍ2 最小区画面積       ｍ2 

建 ぺ い 率 ％ 容 積 率 ％ 

建 築 物 の 構 造 造 階 数 地上  階 地下  階 

最 高 の 高 さ ｍ 延 べ 床 面 積 ｍ2 

建 築 面 積 ｍ2 容積対象床面 ｍ2 

各 階 の 床 面 積 

 

 

 

 

 

駐 車 台 数 台   ｍ2  駐 輪 台 数 台   

公 園 等 面 積 ｍ2                    ％ 

排 水 処 理 方 法 

汚 水  

雑 排 水  

雨 水  

備 考  
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様式第３号（第４条関係） 

 

開発行為等事前協議回答書 

 

 

第     号  

年  月  日  

 

 

          様 

 

 

富士見市長          印  

 

 

 富士見市           地内の開発（建築）行為については、事前協議によ

る審査が終わりましたので、富士見市開発行為等指導要綱第４条第２項の規定により、

下記のとおり回答します。 

 なお、この回答書の有効期間は、回答した日から１年間とします。 

 

記 

 

附記条件 
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様式第４号（第１５条関係） 

 

公共施設等引渡書 

 

 

年  月  日 

 

 （宛先）富士見市長 

 

 

 

事業者  住 所             

氏 名             

ＴＥＬ             

 

 

 富士見市開発行為等指導要綱第１５条の規定により、下記のとおり公共施設等を引き

渡します。 

 

記 

 

関係書類

 



19 

事前協議担当課一覧 

 協議事項 担当課 

１ 総合計画に関すること 政策財務部政策企画課 

２ 都市計画に関すること 都市整備部都市計画課 

３ 公園、緑地等に関すること 〃 

４ 鶴瀬駅西口土地区画整理事業に関すること 鶴瀬駅周辺地区整備事務所（西口G） 

５ 鶴瀬駅東口土地区画整理事業に関すること 鶴瀬駅周辺地区整備事務所（東口G） 

６ 道路の構造及び雨水処理等に関すること 建設部道路治水課 

７ 道路の幅員及び水路等に関すること 〃 

８ 建築及び開発に関すること 建設部建築指導課 

９ 下水道に関すること 〃 下水道課 

１０ 水道に関すること 〃  水道課 

１１ ごみ、公害及び電波障害等に関すること 経済環境部環境課 

１２ 防災、防犯に関すること 危機管理課 

１３ 商業、工業に関すること 経済環境部産業経済課 

１４ 農振農用地除外等に関すること    〃   農業振興課 

１５ 農地転用に関すること   〃   農業振興課 

１６ 文化財保護に関すること 教育委員会生涯学習課 

１７ 消防水利施設に関すること 入間東部地区事務組合 

    ○  富士見市役所建設部建築指導課（代）０４９－２５１－２７１１ 

    ○  入間東部地区事務組合（消防）（代）０４９－２６１－６０００ 

 


